
第１１回（平成２５年度第１回）小金井市男女平等推進審議会 

 

平成２５年７月８日（月）午後６時 

場所：市役所第二庁舎８０１会議室 

                   

 

次    第 

 

 

１ 報告事項 

⑴ 平成２５年度企画政策課男女共同参画室事業 

ア 平成２５年度男女共同参画シンポジウムの開催結果 

イ 男女平等苦情処理委員の委嘱について 

⑵ 第３次行動計画推進状況調査結果（平成２４年度） 

 

２ 議  題 

⑴ 男女共同参画施策の推進について 

ア 第４次男女共同参画行動計画の年次報告のあり方について 

⑵ その他 

 

 

（配布資料） 

 資料１ 平成２５年度企画政策課男女共同参画室事業一覧 

資料２ 「第３次行動計画 個性が輝く男女平等プラン」推進状況報告書（平成２４ 

年度） 

 資料３ 第４次男女共同参画行動計画の年次報告のあり方について 

 資料４ 第４次男女共同参画行動計画の施策・事業一覧 

資料５ 男女平等推進審議会委員名簿 

 参考資料 

  



資料１（男女平等推進審議会）               平成２５年７月８日 

                            企画財政部企画政策課 

 

平成２５年度企画政策課男女共同参画室事業一覧 

 

１ 男女共同参画シンポジウム 

 開催日時 平成２５年６月３０日（日）午後２時～  

会 場  市民会館・萌え木ホール 

テーマ  「男女共同参画社会実現の先に ～仕事と家庭、私たちの暮らしはどう変

わるのか～」 

 講 師  杉尾秀哉さん（ＴＢＳテレビ報道局 解説・専門記者室長） 

 

２ 市民参加による事業 

（1）こがねいパレット（１１月中旬開催予定） 

（2）情報誌かたらい発行（２号発行。９月、３月） 

 

３ 女性総合相談 

 年４７回（平成２５年度は実施回数増。金曜日午後）開催。１日３コマ 

 

４ 再就職支援講座（１０月下旬開催予定） 

 （公財）東京しごと財団東京しごとセンター多摩と共催 

 

５ 配偶者暴力・ストーカー被害者に対する個人情報保護の支援措置 

 

６ ＤＶ防止啓発パネル展（１１月１２日～２５日） 

 

７ 広報を通じた周知・啓発 

（1） 市報「みんなのひろば」 

５月１日号  表現ガイドライン（「男女共同参画の視点からの表現の手引」）とメ 

ディア・リテラシー、国内研修事業、情報誌かたらい等発行冊子紹介 

  ６月１日号  ＤＶ・デートＤＶ防止啓発 

  ６月１５日号 男女共同参画週間 

  ７月１日号  女性総合相談、男女平等苦情処理窓口 

 （2）その他 

   ワークライフバランス、働く場の男女平等、制度周知 等 

※ 市報のほか、随時、ホームページで啓発を行う。 

 

８ 事業実施を通じた周知 

男女平等都市宣言、男女平等基本条例 ほか 

 



９ 印刷物を通じた情報提供 

  「新成人のみなさんへ」（成人式配付物） 

ＤＶ相談緊急連絡先広報カード（市施設女子トイレ・第二庁舎入口で配付） 

  「知っておきたいデートＤＶ」（啓発パンフレットをホームページ等で周知） 

   

１０ その他 

（1） 苦情処理窓口及び苦情処理委員 

  男女平等苦情処理委員の委嘱（平成２５年５月２３日～２７年５月２２日） 

   山田義雄さん（弁護士） 

   井爪利惠子さん（民生委員・児童委員） 

（2） 国内研修事業参加補助 

（3） 緊急一時保護施設運営費補助 

（4） 多摩３市男女共同参画推進研究会事業（多摩・島しょ広域連携活動助成金事業） 



資料３（男女平等推進審議会）               平成２５年７月８日 

                            企画財政部企画政策課 

 

第４次男女共同参画行動計画の年次報告のあり方について 

 

１ 行動計画推進状況報告書のあり方について 

（1） 掲載内容 

（2） 評価の目的と方法 

  ア 男女共同参画推進を目的として評価を行うための留意点 

イ 事業実施による効果に求められる男女共同参画の視点の整理 

   ・男女共同参画推進の総合的な視点の項目の検証 

   ・各施策に応じて留意すべき視点の導入の必要性の有無 

 

 

【参考】男女平等基本条例 

第２章 基本的計画等 

（年次報告） 

第第第第 11111111 条条条条 市長は，毎年，小金井市男女平等推進審議会に，市の施策に関し男女平等社会の形成の観

点からの評価及び意見を聴き，その概要を公表するとともに，男女平等社会の形成の現況及び男女共

同参画施策の実施状況についての報告書を作成し公表するものとする。 

 



資料４（男女平等推進審議会） 平成25年7月8日
企画政策課男女共同参画室

基本目標 施策の方向 主要施策 具体的施策 No. 主要事業 担当課 男女共同参画推進の方向
1 男女平等都市宣言の浸透 企画政策課
2 男女平等基本条例の普及 企画政策課

3
人権・男女平等に関する各種啓発資料の作成・
活用

企画政策課
広報秘書課

4
人権・男女平等に関する図書・資料の収集の充
実

企画政策課
図書館

5 情報誌「かたらい」の発行・周知 企画政策課
6 女性史の視点を取り入れた市史の編纂・発行 生涯学習課
7 人権に関する各種講演会の開催 広報秘書課
8 男女共同参画シンポジウムの開催 企画政策課
9 「こがねいパレット」の開催 企画政策課
10 人権に配慮した市刊行物等の作成 関係各課
11 表現ガイドラインの周知と活用 企画政策課

12
メディア・リテラシーに関する普及・啓発を通じた
性差別の防止

企画政策課

13 苦情処理窓口及び苦情処理委員の周知・運用 企画政策課

14
性別による差別や男女平等を阻害する人権侵
害に対する苦情・相談の受付

企画政策課

15 教育の場における人権教育の推進 指導室

16 多文化社会への理解と推進
広報秘書課
指導室

17 在住外国人との交流と国際理解の推進
コミュニティ文化課
公民館

18 男女平等の視点に立った教育の推進 指導室

19
個性的な性別役割分担意識にとらわれない
個々の能力に応じた進路指導の充実

指導室

20 保育・教育関係者に対する研修の充実
職員課
指導室

21
性別にとらわれない家庭環境づくりに向けた各
種教室等における啓発

健康課
子育て支援課
生涯学習課
公民館

22
父親ハンドブックの配布による父親への啓発活
動の推進

健康課

23
人権尊重・男女平等の視点を踏まえた各種講座
等の企画・運営の検討と活動支援

生涯学習課
公民館

24 男女共同参画に関する講座・学習会の開催 公民館

第４次男女共同参画行動計画の施策・事業一覧

基
本
目
標
Ⅰ
　
互
い
に
認
め
あ
い

、
男
女
平
等
意
識
を
備
え
た
ひ
と
を
育
む

１　人権尊重・
男女平等意識
の普及・浸透

（１）人権・男女平
等の意識改革の
推進

１　人権・男女平等
に関する広報・啓発
活動の推進

市民の人権・男女平等意識の浸透・定着
を図る

②　人権・男女平等
に関する講演会等
の開催

人権・男女平等の趣旨・目的を地道に伝
え続ける方策を検討し、内容の充実を図
る

（２）男女共同参
画の基盤となる
人権の尊重

１　人権尊重に向け
た啓発・相談支援等
の推進

・性による固定観念に縛られない意識づく
りを進める
・男女共同参画の基本となる人権尊重の
環境づくりを進める

２　多文化共生のま
ちづくり

・社会的に困難な状況に置かれた人々に
対する偏見をなくす
・多様な価値観を認め合うための取組に
努める

２　　男女共同
参画を推進す
る教育・学習の
推進

（１）教育の場に
おける男女平等
教育の推進

１　幼少期や学校教
育における男女平
等教育・学習の推進

・幼少期から男女平等の視点に立った教
育を推進する
・性別にとらわれず、生きる力、学ぶ力、
働く力をはぐくむ学校教育を進める
・男女共同参画に正しい理解を持つ学校
教育の指導者の養成に努める

（２）生涯を通じた
男女平等教育の
推進

１　家庭における教
育・学習の推進

・市民が男女平等に基づいた行動が実践
できるよう、多様な学習機会の提供に努
める

②　地域・社会にお
ける教育・学習の推
進

・市民が男女平等に基づいた行動が実践
できるよう、多様な学習機会の提供に努
める
・庁内の情報共有・連携による市民の活
動支援に努める



25
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の
普及・啓発

企画政策課
経済課

26 事業所への意識啓発 経済課

27 多様な働き方の普及・啓発 経済課

28 関連法令等の周知徹底
企画政策課
経済課

29 労働相談などの各種相談窓口の周知 経済課

30 公共調達における男女共同参画の尊重 管財課

31 再就職支援講座 企画政策課
32 職業能力の向上に向けた機会・情報の提供 経済課
33 就業機会拡大のための支援・情報提供 経済課
34 事業所との連携及び情報提供 経済課
35 女性農業者の研修の促進 経済課
36 家族経営協定の締結促進 経済課

37 商工会等との連携 経済課

38
既存の保育事業の充実と新たな保育施策の検
討・拡充

保育課

39 保育所の待機児童解消施策の充実 保育課
40 学童保育の促進 児童青少年課

41 子育てに関する情報・相談の充実
健康課
子育て支援課
保育課

42
子ども家庭支援センターや児童館を利用した子
育てひろば事業の推進

子育て支援課
児童青少年課

43 居宅訪問による子育て支援事業の充実
健康課
子育て支援課

44 高齢者福祉・介護保険サービスの充実 介護福祉課

45 障がい福祉サービスの推進 自立生活支援課

46 各種サービスに関する相談支援・情報提供
自立生活支援課
介護福祉課

47 家族介護者への支援の充実 介護福祉課

（２）各家庭の状
況等に応じた支
援

１　支援が必要な家
庭への各種サポー
ト

48 ひとり親家庭等に対する支援体制の推進 子育て支援課
生活・就労・養育等でさまざまな課題を抱
えやすいひとり親家庭等に、各家庭の状
況に応じた支援を提供する

基
本
目
標
Ⅱ
　
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
実
現
し
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ざ
す

１　男女がとも
に能力を発揮
できる就業環境
づくり

（１）仕事と生活の
調和（ワーク・ライ
フ・バランスに向
けた環境づくり

１　誰もが働きやす
い職場づくりの促進

・市民・事業者に対して、多様で柔軟な働
き方の情報提供を行う
・ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発を
進める

（２）働く場におけ
る男女平等の推
進

１　雇用の場におけ
る男女共同参画

・性別によらず、能力を発揮し、雇用機会
や待遇等が確保されるよう、相談窓口の
周知や各種情報提供を行う
・事業所の主体的な取組を促す

（３）女性の就労
に関する支援

①　女性の職業能
力・意識の向上

社会のさまざまな分野での活躍を目指す
女性への支援の充実に努める

２　農業・自営業等
における男女共同
参画の推進

農業・自営業等に携わる男女がともに快
適に働くことができるよう、就労環境の改
善に向けた取組を促進する

２　家庭生活と
の両立支援

（１）育児や介護
等への支援体制
の整備

①　地域での子育て
支援体制の充実

・各家庭の構成員が協力して責任や負担
を分かち合い、仕事や地域活動等との調
和が図られるよう、多様なニーズに応じた
サービスの充実を図る
・男性の育児参加の促進に向けた環境づ
くりを進める

２　高齢者・障がい
者等への社会的支
援の充実

・各家庭の構成員が協力して責任や負担
を分かち合い、仕事や地域活動等との調
和が図られるよう、多様なニーズに応じた
サービスの充実を図る
・男性在宅介護者への支援に向けた環境
づくりを進める



49 市民活動団体等の活動の支援 コミュニティ文化課
50 ボランティア育成の推進 生涯学習課
51 少年少女各種スポーツ教室の開催 生涯学習課

52 青少年健全育成団体への支援
児童青少年課
生涯学習課

53 老人クラブ活動への助成を通じた支援 介護福祉課
54 女性リーダーの育成に向けた情報提供 関係各課
55 国内研修事業への参加の促進 企画政策課
56 児童館ボランティアリーダーの育成 児童青少年課
57 妊娠届出・母子健康手帳交付 健康課
58 各種健（検）診、保健指導等の充実 健康課
59 母性の健康管理の情報提供 健康課
60 リプロダクティブ・ヘルツ／ライツに関する情報 健康課

61 母子保健に対する男性への啓発・支援 健康課

62 各種健（検）診等の実施
保険年金課
健康課

63 健康相談等の実施 健康課
64 健康手帳の交付 健康課
65 医療機関等との連携 健康課
66 スポーツ・レクリエーションを通じた健康づくり 生涯学習課
67 食育の推進 健康課
68 自殺予防に向けた取組の推進 自立生活支援課

69 成人を対象とした健康教育の実施 健康課

70 エイズ対策普及・啓発 健康課

71 思春期保健対策・健康教育 健康課

72 性的な発達への適応などの健康安全教育 指導室

73 庁内の相談体制の充実と相談機関の連携 広報秘書課

74 「女性総合相談」の充実 企画政策課

75 「母子（ひとり親）・女性相談」の充実 子育て支援課

３　男女がとも
に参画する地
域づくりや市民
活動の促進

（１）地域づくり活
動における男女
共同参画の推進

①　地域活動団体
等の活動促進

だれもが地域のさまざまな活動に参加し、
暮らしやすい地域をつくるため、地域活動
やボランティア活動等に積極的・主体的に
参画できる環境づくりを支援する

２　女性リーダーの
育成促進

男女が互いに協力しあう中で、リーダーと
して活躍する女性の増加を目指す

４　生涯を通じ
た男女の心身
の健康支援

（１）女性のライフ
ステージに応じた
健康づくり

１　母子保健事業等
の推進

・女性の母性保護と母子保健の充実を図
る
・性と生殖に関する正しい知識と互いの
制への理解を深めるための情報収集・提
供に努める

（２）性差や年代
に応じた健康づく
り

１　健康づくりの推
進

・生涯にわたって充実した生活が送れる
よう、健康に関する学習の機会提供及び
周知・啓発を行う
・個人の年代や状況等に応じた健康増進
事業を実施し、心身の健康づくりを支える

２　健康と性に関す
る学習・啓発の充実

・生涯にわたって充実した生活が送れる
よう、健康に関する学習や性教育の機会
提供及び周知・啓発を行う
・個人の年代や状況等に応じた健康増進
事業を実施し、心身の健康づくりを支える

（３）自立した生活
への支援

①　各種相談支援
の実施

・地域で自立し、安心して暮らせるよう、各
種相談支援の充実を図る
・相談機関の周知や連携を進め、相談支
援体制の強化に努める



76 市報・ホームページ等による市民への情報提供 企画政策課

77 各種啓発用資料の作成・配布 企画政策課

78 関係機関による研修会・講演会等への参加 企画政策課

79 医療機関・関係機関への情報提供の充実
企画政策課
健康課

80 関係機関に対する通報義務の周知 関係各課

81
健診事業や児童虐待防止対策を通じた早期発
見

健康課
子育て支援課

82 市・専門機関等の相談窓口の周知・情報提供 企画政策課

83 小中学校での人権教育の推進 指導室

84 デートＤＶ防止対策の充実 企画政策課

85 関係機関との連携による安全確保 関係各課

86 被害者等に関する個人情報保護の推進
企画政策課
市民課

87 加害者からの追及に対する被害者への支援 企画政策課
88 民間シェルターへの財政的支援 企画政策課
89 生活の再建に向けた支援と情報提供 関係各課

90 子どもに対する保育・就学等の支援の実施
保育課
学務課
指導室

91 女性総合相談の活用 企画政策課
92 男性に対する相談支援窓口に関する情報提供 企画政策課
93 相談対応能力の向上 企画政策課

94 関係機関との連携・情報共有の強化 企画政策課

95 住所・居所に係る証明書の交付等における支援 関係各課

96 庁内関係部署との情報共有・連携の強化 企画政策課

97 国、都、近隣自治体等との広域的連携の推進 企画政策課

98
警察等、他の機関・団体との連携と支援体制の
確立

企画政策課

99 民間支援組織等の情報収集・提供 企画政策課

100
配偶者暴力相談支援センターに関する機能の
研究

企画政策課

101 ストーカーなどからの個人情報保護の推進
企画政策課
市民課

102 セクシュアル・ハラスメントの防止の推進 企画政策課

103
子ども・高齢者・障がい者等に対する虐待防止
対策の推進

関係各課

基
本
目
標
Ⅲ
　
人
権
を
侵
害
す
る
暴
力
を
許
さ
な
い
社
会
づ
く
り
で
安
心
を
守
る

１　暴力の未然
防止の意識づく
り

（１）ＤＶの防止に
向けた情報提供
や啓発、早期発
見

①　広報及び啓発
活動の推進

・ＤＶ防止に向けた広報・啓発活動を進め
る
・医療機関、子どもを通じた関係施設、民
生委員・児童委員など、社会全体でＤＶを
根絶する気運を高める

２　早期発見のため
の連携体制強化

・医療機関、子どもを通じた関係施設、民
生委員・児童委員など、社会全体でＤＶを
根絶する気運を高める
・暴力の未然防止・早期発見に向けた体
制の強化に努める

（２）若い世代へ
の啓発・教育の推
進

・国・都・他市町村との広域的連携や、警
察・関係機関とのネットワーク化に努める
・民間組織等との連携体制の充実を図る

１　若年層に対する
予防啓発

・若年層に、命の大切さや他人を思いや
る心を養う教育を通じて、人権尊重と暴力
を許さない意識の醸成を図る
・デートＤＶの予防啓発に努める

２　被害者支援
の推進

（１）安全確保と自
立支援の実施

・緊急時の被害者・同伴家族の身の安全
が確保され、必要な支援が受けられる体
制の充実に努める
・生活の再建の際、加害者の追及から逃
れ、通常の社会生活が確保できるよう、
被害者の立場に立った自立支援を行い、
必要な情報の提供や支援に取り組む

１　緊急一時的な保
護・支援の実施

２　自立支援体制の
確立

３　相談・連携
体制の整備・充
実

（１）相談体制の
整備・強化

１　相談機能の強化
配偶者等からのさまざまな暴力に適切な
相談支援が図られるよう、相談機能の強
化に努める

（２）連携体制の
充実

１　庁内関係部署と
の連携

（被害者・加害者の置かれている状況や
背景を理解しながら適切に対応する）

①　地域連携の推
進

４　ストーカー
やセクシュア
ル・ハラスメン
ト、虐待等への
適切な対応と
対策

（１）ストーカーや
セクシュアル・ハ
ラスメント、虐待
等への対策の推
進

１　ストーカーやセク
シュアル・ハラスメン
ト、虐待等の防止対
策・支援等の充実

ストーカーやセクシュアル・ハラスメント、
虐待等に対する適切な対応・支援に努め
る



①　男女の市政参
画の促進

104 審議会委員等への女性の登用の促進 企画政策課
多様なニーズや考え方が取り入れられる
よう、男女双方の積極的な参画を支援す

105
自治会・町会・市民活動団体・スポーツ団体等
の長への参画の促進に向けた情報提供

関係各課

106 防災・防犯分野における男女共同参画の推進 地域安全課

107 男女共同参画関係団体への支援・連携 企画政策課

108 市民や市民活動団体等との連携
企画政策課
コミュニティ文化課

109 多様な市民参加の推進 企画政策課

110 （仮称）男女平等推進センター整備の検討 企画政策課

111 女性談話室の活用 企画政策課

112 働きやすい職場環境の整備 職員課
113 男女平等の支援に立った配置内容への配慮 職員課

114 ハラスメントの防止と指針の周知徹底
職員課
指導室

115 指導的立場への登用に向けた女性の人材育成
職員課
指導室

116 職員研修の充実 職員課
117 職員の通称名（旧姓）使用 職員課

118
男女共同参画施策推進行政連絡会議を通じた
庁内連携の強化

企画政策課

119 男女平等推進審議会の運営 企画政策課

120
定期的な調査を通じた計画の進捗管理及び評
価の仕組みづくり

企画政策課

121 国・都・他自治体との連携及び情報共有 企画政策課

※　具体的施策のうち、番号に○印がついているものは、本計画上の各主要施策の核となる施策

１　市職員や教職員
の男女平等に向け
た環境整備

・性別にとらわれない多様な視点からの
施策推進に向け、職員一人ひとりが男女
共同参画を実践するための庁内の環境
づくりを進める

１　市民や地域団体
との協働

市民、市民活動団体等とパートナーシッ
プを築き、それぞれの活動を通じて男女
共同参画の実現を目指す

基
本
目
標
Ⅳ
　
男
女
共
同
参
画
を
総
合
的
に
推
進
す
る
仕
組
み
を
つ
く
る

１　政策・方針
決定過程への
男女の参画

（１）政策・方針決
定過程への参画
の拡大

２　地域における女
性のエンパワーメン
トの拡大

多様なニーズや考え方が取り入れられる
よう、男女双方の積極的な参画を支援す
る

２　市民参加・
協働による男
女共同参画の
推進

３　庁内の推進
体制の充実・強
化

（１）庁内の男女
平等の推進

②　参画を促す環境
づくり

市民、市民活動団体等とパートナーシッ
プを築き、それぞれの活動を通じて男女
共同参画の実現を目指す

（２）計画の推進
体制の強化

①　計画推進体制
の整備

・計画を総合的・計画的に推進し、実効性
のあるものとするために、事業を検証・評
価する仕組みづくりを進める
・男女共同参画室が軸とした庁内の推進
体制を整備する
・国・都・他自治体との連携・情報共有に
努め、地域と行政が一体となった男女共
同参画の推進のための仕組みづくりを進
める

（１）市民参加の
推進



資料５

自平成２４年１月２３日

至平成２６年１月２２日

区　　　　　分 氏　　　　　　　　名

　　　　あらい　としお

　　　　新　井　　利　夫

　　　　いとう　　ちよこ

　　　　伊　藤　　智代子　　　

　　　　かとう　　ゆきえ

　　　　加　藤　　由喜枝　　

　　　　かとう　　りつこ

　　　　加　藤　　りつ子　　　

　　　　さとう　　みやこ

　　　　佐　藤　　宮　子　　　

　　　　いのうえ   えみこ

　　　　井　上　　恵美子

　　　　か と う   はるえこ

　　　　加　藤　　春恵子

　　　　さ　の　　てつや

　　　　佐　野　　哲　也

　　　　なかざわ   ち　え

　　　　中　澤　　智　恵

　　　　かんだ　　まさみ

        神  田  　正  美　（平成２５年４月１日～）

（敬称省略）　名簿は各五十音順

公　募　市　民

学 識 経 験 者

小金井市男女平等推進審議会（第５期）委員名簿


